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１ 計画策定の目的 

  この実施計画は、「第 5次美幌町行財政改革大綱」に基づき、本町の行財政改革推進に向けた

重点項目の実施事項として位置付けた財政運営計画などの各種計画で構成する行財政改革実施

計画について、紐づける計画の一覧や行財政運営警戒アラートの基準値を定めるものです。 

 

２ 計画の概要 

 (1) 計画の構成 

  この実施計画は、行財政改革大綱に掲げる基本理念に基づく３つの基本方針と 6 つの重点項

目に従って紐づけた各計画について、KPI指標等の進捗確認を実施します。 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 計画期間（前期） 

  大綱の計画期間１０年間に対し、５年ごとに前期、後期と期別を設定することとし、令和 8年

度(2026年度)から令和 12年度(2030年度)までの 5年間とします。 

 

(3) 行財政運営警戒アラート 

実施計画として紐づけた各種計画で定める KPI指標等を基に設定し、行財政運営が適切に行

われているかを確認するための基準です。 

基本理念

基本方針及び重点項目

行財政改革実施計画

1. 持続可能な行財政運営 

1.1 健全な財政の維持 

1.2 公共施設の最適化と適切な運営 

2. DX を活用した事務の効率化・利便性の向上 

2.1 デジタル化による庁内事務事業の効率化 

2.2 デジタル化による町民の利便性向上 

3. 職員の人材育成や働き方改革の推進 

3.1 人材の育成・活用 

3.2 働きやすい職場環境づくり 

３つの S 

（Sustainable、Speed、Smart） 
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原課
•計画所管課で対応策を検討

本部

会議

•対応策を協議

改善
•協議した内容により改善を図る

附属

機関

•経過及び改善策について報告

原課
•計画所管課で対応策を検討

本部

会議

•対応策を協議

附属

機関

•是正勧告または注意勧告の要否を協議

改善
•勧告の内容により改善を図る

〈アラート基準レッドラインを上回った場合〉 

 

〈アラート基準平準化/イエローを上回った場合〉 

 

基準は次の３つに分けられます。 

基準の種類 説明 

 

イエローライン 

各種計画において注意が必要な状態を示す基準。 

原則として、各種計画で定める計画最終年度の KPI指標等を参考に、計画所管課と

協議のうえ設定するもの。 

 

平準化ライン 

各種計画において、長期の計画期間であり、単年度の指標等を定めていない場合に

設定する指標。 

原則として、イエローラインとして設定した KPI指標等を計画期間で割り返したも

ので、毎年進捗管理ができるように設定するもの。 

 

レッドライン 
各種計画において危険な状態を示す基準。 

原則として、各種計画で定める計画最終年度の KPI指標等を適用。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の推進 

副町長を本部長とする「美幌町行財政改革推進本部」が進捗状況を管理するとともに、有識

者や公募町民で構成する「美幌町行財政改革推進委員会」へ報告し、意見・助言をいただきな

がら適切に進捗管理を行います。 

  なお、設定した行財政運営警戒アラートについて、基準を上回った場合には、下記のとおり

改善を図ります。 

【行財政運営警戒アラート発動のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 行財政運営警戒アラート基準の見直しについて 

  実施計画として紐づけた各種計画の見直し（KPI指標等の見直しを含む）や、行財政改革の

推進に向け追加が望ましい計画の策定及び KPI指標等の設定があった場合には、改正に向けて

「美幌町行財政改革推進本部」及び「美幌町行財政改革推進委員会」へ審議を行います。 

KPI 

レッドライン 

平準化ライン 

イエローラインを設定 

計 画 期 間 （例：5 年間） 

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 計画終期 

 


